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９．対策の裏付けとなる施策の検証について
（５）まとめ

○ 以上の検証作業の結果、各種対策の実行を確保するためには、情報提供や普及啓発の強化、規制、経済的
手法、技術開発など、あらゆる政策手法を総動員して、対策の裏付けとなる施策について一層の強化を図ってい
くことが必要であることが明らかになった。（略）

○ また、地球温暖化対策には、コストの制約のあるものが多い上に、また、温室効果ガス、とりわけ二酸化炭素
の発生源は多種多様であることから、京都議定書の目標達成のために幅広い排出抑制効果を確保するには、
対策を導入するインセンティブを付与する経済的手法を重視すべきである。

○ とりわけ環境税は、前述のとおり、その価格インセンティブ効果により省エネ機器の導入等を促すほか、補助金
や租税特別措置等の他の価格インセンティブ効果を高める施策と相俟って、相乗的に排出削減・対策導入・技術
開発を促すものである。
さらに、環境税は、対策を促す普及啓発や環境教育と相俟って、特に不特定多数の者からなる業務その他部門
や家庭部門を始め、幅広く国民に対し、ライフスタイルやワークスタイルの変革を促す強いメッセージとなるもの
である。

○ また、以上の検証作業で明らかになったように、相当規模の追加的な経済的支援が不可欠であり、そのための
安定的な財源の確保が必要である。（略）
追加的な税財源を安定的に確保するための仕組みとしては、地球温暖化の原因である二酸化炭素の排出又は
化石燃料の消費に対して負担を求める税財源が適当である。とりわけその排出者・消費者等にその排出量・消
費量に応じて公平に負担を求める環境税は、普及啓発等の諸施策と相俟って、環境負荷の削減に向けて継続
的、長期的に課税による効果を期待することも可能である。

○ 今後、環境税については、国民経済・産業に与える影響、既存のエネルギー関係諸税との関係等の諸課題に
十分留意しつつ、その具体的な姿・仕組みについて、早急に検討していく必要がある。
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